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１．塙町の概要  

 

(１)規 模              （令和 8 年 4 月１日現在） 

   人 口   7,533 人 

   世帯数   3,267 世帯 

   面 積   211.41ｋ㎡ 

   標 高   193.4m（役場所在地） 

   職員数   111 人 

         （町長事務部局 67、議会事務局１、監査委員１ 

          教育委員会事務局 34、選挙管理委員会事務局１ 

農業委員会事務局 2、上下水道事業事務部局 5） 

 

 

 

(２)財政(当初予算)   

（単位：千円，％）  

増減額 対前年度比

6,784,900 6,507,500 277,400 4.26

902,504 910,081 △ 7,577 △ 0.83

1,198,491 1,179,572 18,919 1.60

149,764 128,524 21,240 16.53

230,408 279,607 △ 49,199 △ 17.60

71,907 159,619 △ 87,712 △ 54.95

336,027 347,348 △ 11,321 △ 3.26

139,313 136,658 2,655 1.94

9,813,314 9,648,909 164,405 1.70

資 本 的 支 出

会　　　計　　　別 令和8年度 令和7年度
比　　　較

一 般 会 計

下
水
道
事
業

収 益 的 支 出

資 本 的 支 出

合　　　　　　　　　計

特
別
会
計

国 民 健 康 保 険

介 護 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

上
水
道
事
業

収 益 的 支 出

 

 

 



 

 2 

２．監査委員関係  

 

(１)委員数及び報酬 

    

委       員  任 期  報酬（年額） 費用弁償  

識見を有する  

監 査 委 員  
金澤忠良  

Ｒ 5.3.26～  

Ｒ 9.3.25 

（ 2 期目）  

 

350,000 円  

なし  

議 会 選 出  

監 査 委 員  
吉村守広  

Ｒ 6.4.5  ～  

Ｒ 10.3.30 

（ 1 期目）  

 

266,000 円  

 

(２)職 員 

   書記２名（議会事務局職員兼務） 

 

(３)監査関係予算 （当初予算） 

（単位：千円）

科　　　目 令和8年度 令和7年度 比較増減

1 報酬 616 616 0

2 給料 3,759 4,614 △ 855

3 職員手当 2,117 2,218 △ 101

4 共済費 1,165 1,433 △ 268

8 旅費 185 185 0

10 需用費 71 71 0

18 負担金補助及び交付金 72 72 0

計 7,985 9,209 △ 1,224

一般会計歳出総額 6,784,900 6,507,500 277,400

構成比 0.12% 0.14%
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３．監査の種類  

 

(1)次の監査を計画的にまたは必要に応じて実施する。 

・  例月出納検査 (地方自治法第 235 条の 2 第 1 項･地方公営企業法  

       第 31 条) 

・定期監査 (地方自治法第 199 条第 4 項) 

 ・財政支援団体等の監査  (地方自治法第 199 条第 7 項 ) 

 ・決算審査 (地方自治法第 233 条第 2 項) 

・財政健全化比率等の審査 (地方公共団体の財政健全化に関する法  

            律第 3 条第 1 項･同法第 22 条第 1 項) 

・行政監査 (地方自治法第 199 条第 2 項 ) 

・随時監査 (地方自治法第 199 条第 5 項 )  

・町長の要求に基づく監査 (地方自治法第 199 条第 6 項 ) 

 ・議会の請求に基づく監査 (地方自治法第 98 条第 2 項 ) 

 ・住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第 242 条) 

 ・直接請求に基づく監査 (地方自治法第 57 条 ) 

・職員の賠償責任監査（地方自治法第 243 条の 2 第 3 項･地方公営企  

          業法第 34 条 ) 

・  指定金融機関等の監査 (地方自治法第 235 条の 2 第 2 項･地方公営企  

業法第 27 条の 2 第 1 項) 

 

 

４．その他   

 

これまでに直接請求、議会または住民監査請求により実施した監査 

 

  平成 13 年 11 月 13 日 塙町町長措置請求 

  平成 14 年 2 月 28 日 結果公表     

  平成 16 年 6 月 3 日 湯遊ランドはなわ入湯税、議会監査請求 

    平成 23 年 9 月 26 日 塙町林間工業団地賃貸契約に係る監査請求書 

  平成 23 年 11 月 15 日 結果公表 

  平成 29 年 9 月 14 日 下水道受益者負担金の不能欠損処理、議会監査 

請求 

平成 29 年 9 月 29 日 結果公表 


